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(
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会

○
青
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県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

交
通
企
画
課)

…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
四
十
八
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
森
林
を
保
安
林
と
し
て
指
定
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
安
林
の
所
在
場
所

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
芦
萢
町
字
尾
上
崎
七
五
の
三
七(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

、

七
五
の
八
、
七
五
の
三
八

二

保
安
林
指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

�

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

	

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林

水
産
部
林
政
課
及
び
鰺
ケ
沢
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
五
百
四
十
九
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
森
林
を
保
安
林
と
し
て
指
定
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
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る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
安
林
の
所
在
場
所

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
芦
萢
町
字
上
雲
母
坂
五
二
の
二
・
五
五
の
二

(

以
上
二
筆
に
つ
い
て

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

、
二
七
の
一
、
五
〇
の
三
、
五
〇
の
六
、
五
〇
の
一
七
、
五
五

の
一
〇

二

保
安
林
指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

�

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林

水
産
部
林
政
課
及
び
鰺
ケ
沢
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
六
月
十
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
三
本
の
木

三

代
表
者
の
氏
名

林

悦
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

十
和
田
市

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
精
神
的
・
知
的
・
身
体
的
な
障
害
を
持
つ
人
た
ち
が
、
市
民
と
し
て
の
自
覚
と

社
会
性
を
培
っ
て
い
く
た
め
に
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
と
共
に
豊
か
に
生
活
す
る
場
を
設
け
、

地
域
住
民
と
障
害
者
と
の
円
滑
な
共
生
意
識
を
持
つ
こ
と
に
よ
り
、
障
害
者
の
地
位
向
上
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
六
月
八
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
青
森
県
健
康
・
体
力
づ
く
り
協
会

三

代
表
者
の
氏
名

近
藤

文
俊

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的
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こ
の
法
人
は
、
青
森
県
民
及
び
一
般
市
民
に
対
し
、
健
康
運
動
や
体
力
づ
く
り
の
研
究
と
普
及

を
通
じ
て
、
体
力
向
上
と
健
康
増
進
に
寄
与
し
、
い
き
い
き
と
し
た
明
る
い
社
会
づ
く
り
に
貢
献

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
六
月
十
四
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
青
森
県
就
労
支
援
事
業
者
機
構

三

代
表
者
の
氏
名

大
坂

健
藏

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
長
島
一
丁
目
三
の
二
八

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

本
機
構
は
、
犯
罪
者
や
非
行
少
年

(

更
生
保
護
事
業
法
第
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
を
い

う
。
以
下

｢

犯
罪
者
等｣

と
い
う
。)

が
善
良
な
社
会
の
一
員
と
し
て
更
生
す
る
た
め
に
は
、
就

職
の
機
会
を
得
て
経
済
的
に
自
立
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
青
森
県
内
に
お

い
て
事
業
者
の
立
場
か
ら
犯
罪
者
等
の
就
労
を
支
援
し
、
犯
罪
者
等
が
再
び
犯
罪
や
非
行
に
陥
る

こ
と
を
防
止
す
る
こ
と
に
よ
り
、
犯
罪
者
等
の
円
滑
な
社
会
復
帰
と
安
全
な
地
域
社
会
の
実
現
を

図
り
、
も
っ
て
個
人
及
び
公
共
の
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
六
月
十
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
小
川
原
湖
エ
コ
マ
ネ
ー

三

代
表
者
の
氏
名

米
内
山

須
佐
男

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

上
北
郡
東
北
町
大
字
上
野
字
山
添
五
六
の
四

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
に
お
け
る
住
民
が
、
高
齢
者
か
ら
子
供
ま
で
、
思
い
や
り
の
心
と
感
謝
の

心
と
を
交
換
し
合
う
地
域
通
貨
エ
コ
マ
ネ
ー

｢

ポ
ロ
ト｣

を
活
用
し
て
、
互
い
に
顔
見
知
り
と
な

り
、
交
流
し
合
う
こ
と
を
通
じ
て
、｢

支
え
合
い
、
助
け
合
い
の
輪｣

を
広
げ
、
町
民
憲
章
に
も

謳
わ
れ
て
い
る

｢

ぬ
く
も
り
の
あ
る
家
庭
、
や
さ
し
さ
あ
ふ
れ
る
町｣

を
目
指
し
、
温
か
く
、
う

る
お
い
の
あ
る
地
域
社
会
づ
く
り
の
一
助
と
な
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
六
月
十
八
日
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二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
青
森
県
精
神
保
健
福
祉
会
連
合
会

三

代
表
者
の
氏
名

一
戸

博

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
三
内
字
沢
部
三
五
三
の
九
二

(

青
森
県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内)

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
精
神
保
健
福
祉
に
関
す
る
普
及
啓
発
、
相
談
等
を
行
う
と
と
も
に
、
精
神
障
害

者
の
社
会
復
帰
、
自
立
及
び
社
会
経
済
活
動
へ
の
参
加
の
促
進
の
た
め
に
必
要
な
援
助
等
を
行
う

こ
と
に
よ
り
、
県
内
の
精
神
障
害
者
の
福
祉
の
増
進
及
び
県
民
の
心
の
健
康
づ
く
り
の
推
進
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
六
月
十
九
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
レ
ジ
オ
ン
・
ラ
ポ
ー
ル

三

代
表
者
の
氏
名

�
橋

雅
雄

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
筒
井
字
八
ツ
橋
一
二
二
五
の
四

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
人
間
の
尊
重
と
成
長
を
テ
ー
マ
に
し
た
教
育
啓
発
活
動
を
行
い
、
心
豊
か
な
住

み
よ
い
地
域
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
六
月
十
九
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
光
の
岬
福
祉
研
究
会

三

代
表
者
の
氏
名

太
田

真

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
笹
森
町
三
七
の
二
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
福
祉
を
考
え
、
実
践
し
よ
う
と
す
る
者
に
よ
り
、
福
祉
に
関
す
る
幅
広
い
分
野

を
対
象
に
、
調
査
研
究
お
よ
び
福
祉
増
進
を
目
指
し
た
活
動
を
行
う
と
と
も
に
、
何
ら
か
の
福
祉

サ
ー
ビ
ス
を
必
要
と
す
る
人
々
が
、
心
身
と
も
に
健
や
か
に
育
成
さ
れ
、
地
域
社
会
及
び
文
化
活

動
な
ど
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
活
動
に
参
加
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
、
必
要
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス

を
総
合
的
に
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
日

青 森 県 報平成24年７月２日 月曜日 第3559号 �� �
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青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
六
月
十
九
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｍ
Ｅ
Ｇ
Ｏ

三

代
表
者
の
氏
名

菊
地

久
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

五
所
川
原
市
大
字
姥
萢
字
桜
木
二
七
六
の
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
五
所
川
原
市
及
び
そ
の
周
辺
地
域
に
在
住
す
る
知
的
障
害
者

(

児)

に
対
し
、

地
域
生
活
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
理
念
に
基
づ
き
、
福
祉
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
誰
も
が
平
等
に
住
み
よ
い
社
会
を
目
指
す
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ワ
ー
ク
あ
か
り

三

代
表
者
の
氏
名

田
邊

文
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
橋
本
二
丁
目
一
九
の
九

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
精
神
障
害
者
に
対
し
て
保
健
福
祉
・
就
労
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
地
域

社
会
福
祉
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ど
ん
ぐ
り
の
家

三

代
表
者
の
氏
名

西
山

光
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
川
守
田
字
東
張
渡
九
の
一
六

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
三
戸
町
及
び
そ
の
周
辺
地
域
に
在
住
す
る
心
身
に
障
害
の
あ
る
人
た
ち
と
そ
の

家
族
に
対
し
て
、
地
域
生
活
を
営
む
上
で
必
要
な
支
援
、
療
育
相
談
、
地
域
社
会
参
加
を
促
進
す

る
た
め
の
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
全
て
の
人
が
豊
か
に
健
や
か
に
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
の

実
現
を
目
指
し
、
社
会
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

青
森
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
に
よ
る
適
合
証
の
交
付
の
公
表

青
森
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例

(

平
成
十
年
十
月
青
森
県
条
例
第
四
十
六
号)

第
十
三
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
適
合
証
を
交
付
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す

る
。
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平
成
二
十
四
年
七
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

安

委

員

会

青
森
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

加

福

�

貞

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号

青
森
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
道
路
交
通
規
則

(

平
成
十
年
九
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
中

｢
(

住
民
基
本
台
帳
法

(

昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号)

の
適

用
を
受
け
な
い
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
外
国
人
登
録
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
二
十
五

号)

第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
証
明
書
の
写
し)

｣

を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青 森 県 報平成24年７月２日 月曜日 第3559号 �

適
合
証
交
付
に
係
る

公
共
的
施
設
の
名
称

所

在

地

種

類

交
付
年
月
日

修
光
園
サ
テ
ラ
イ
ト

八
戸
市
大
字
田
向
字
松
ヶ
崎
八

の
一

保
健
・
福
祉
施

設

平
成
��

･

�･

��

イ
オ
ン
八
戸
田
向
シ
ョ

ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

八
戸
市
大
字
田
向
字
毘
沙
門
平

二
七
の
一

物
品
販
売
業
を

営
む
店
舗

〃

医
療
法
人
芙
蓉
会

村
上
病
院

青
森
市
浜
田
三
丁
目
三
の
一
四

医
療
施
設

〃

� �
�
�
�
�
�
�
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� �

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
別
記
様
式
第
十
七
号
に
よ
る
用
紙
で
現

に
存
す
る
も
の
は
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


